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（令和４年１２月改訂版）

改定前 改定後



２－４ 単価（実勢価格の算定） 

 

２－４－１ 変動前の価格の決定方法 

・設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変更を

実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種につい

ては発注者の指示時点の単価とする。 

・一般的に受注者は、自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請求する

ものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実

態上困難であることから、変動前の価格は発注者の想定した金額とするものである。 

 

２－４－２ 変動後の実勢価格の決定方法 

① 物価資料等により実勢価格を設定する場合 

・鋼材類の販売形態は、「ひも付き」といわゆる「店売り」に区分され、それぞれ毎に  

物価資料等に掲載されている。 

・ひも付きの鋼材類の場合、一般的に鉄鋼メーカーから現場や工場に納入される２ヶ

月前におおむね購入契約が行われていることから、その結果は現場に搬入された月

と同月の物価資料等に実勢価格として掲載されている。 

・一方、店売りの場合は、納入の概ね１ヶ月以上前に購入契約は完了しており、その

結果は現場に搬入された月と同月の物価資料等に実勢価格として掲載されている。 

 

 

  

 

・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価とする。 

 

 

・価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料が現場に搬入された月の

物価資料の価格とする。 

・物価資料に掲載されていない材料は、当初積算時の類似単価の物価変動率により

算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい

場合は、別途考慮する。 
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とする。　　　　　　　　　　　

改定前 改定後



③ 発注者の設計数量（Ｖ）外の共通仮設費（率及び積上げ）に含まれる建設機械等

（建設機械・仮設材等）の運搬及び分解・組立に要した燃料油 

 

④ 減額変更の場合の取り扱いについて 

・減額変更する場合においては、施工計画書に定められている計画工程表等の発注者

が有する情報に基づき変動後の価格を算定することとするため、受注者に対し、上

記①～③の提出は求めないものとする。 

・ただし、発注者が算定したスライド額に対し受注者が異議を申し立てたときは、発

注者は受注者に対し、上記①～③の提出を求めるものとする。 

 

３－４ 単価（実勢価格の算定） 

 

３－４－１ 変動前の価格の決定方法 

・設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変更を

実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種につい

ては発注者の指示時点の単価とする。設計変更を行った場合、特に燃料油は、同じ

材料でも複数の時点の単価が設定されている場合が多いので注意が必要である。 

 

 

  

 

・運搬した機材毎に「運搬機械・出荷元・運搬時期・運搬距離」、及び 「運搬費

用」、「運搬費の内燃料代」を証明する書類           ［様式－3－3］ 

 

 

・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価とする。 
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改定前 改定後



③ 材料の「搬入」の取り扱い 

・材料の「搬入」とは、工事現場に直接搬入される場合のみならず、非鉄金属などの

ように工場に直接搬入される場合もあるが、その場合の搬入時期は工場に搬入され

る時期とする。 

 

④ アスファルト類の取り扱い 

・自社内での取引であったため、納品書、請求書、領収書等が存在しない場合は、そ

れに代わる社内書類で購入価格の証明を求めるものとする。 

・また、受注者からの証明金額が工場渡しである場合は、運搬費に要した金額をあわ

せて証明を求めるものとする。 

・ただし、運搬費用の算出が困難な場合には、燃料油と同様に計算式により算出する

ものとする。その際、物価資料（現着単価）と比較して安価な単価をスライド算定

に用いるものとする。 

 

⑤ 減額変更する場合の取り扱い 

・減額変更する場合においては、施工計画書に定められている計画工程表等の発注者

が有する情報に基づき変動後の価格を算定することとするため、受注者に対し、受

注者が対象材料を実際に購入した際の数量、単価及び購入先並びに当該対象材料の

搬入等の月を証明する書類の提出は求めないものとする。 

・ただし、発注者が算定したスライド額に対し受注者が異議を申し立てたときは、発

注者は受注者に対し、受注者が対象材料を実際に購入した際の数量、単価及び購入

先並びに当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出を求めるものとする。 

 

４－４ 単価（実勢価格の算定） 

 

４－４－１ 変動前の価格の決定方法 

・設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変更を

実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種につい

ては発注者の指示時点の単価とする。 

・なお、一般的に受注者は、自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請

求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明するこ

とは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の想定した金額とする。 

 

  

 

・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価とする。 
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４－４ 単価（実勢価格の算定） 
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改定前 改定後


